
令和８年度身の丈 DX ラボと連携した 

県内ものづくり企業 AI・ IoT 活用内製人材育成加速化業務仕様書（案） 

 

本仕様書は、宮城県が発注を予定している「令和８年度身の丈 DX ラボと連携した県内

ものづくり企業 AI・IoT 活用内製人材育成加速化業務」の企画提案募集及び委託する場合

において適用される主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、委

託候補者が決定した上で協議し、別途作成する。 

 

１ 委託業務の名称 

令和８年度身の丈 DX ラボと連携した県内ものづくり企業 AI・IoT 活用内製人材育成

加速化業務 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月１５日まで 

 

３ 委託業務の目的 

近年、生産性の向上や省力化等を目的としたデジタル変革（ＤＸ）が注目される中、

令和５年度から産業技術総合センターに身の丈 DX ラボを設置し、製造業を業とする中

小企業者や小規模企業者（以下「中小製造業者」という。）に対する AI・ IoT の活用支

援を通じ中小製造業者のＤＸ推進を後押ししているが、AI・ IoT 人材育成は産業技術総

合センターを会場として開催しており、仙台圏域外の中小製造業者が参加できる機会が

限られている状況である。 

県土全体の均衡な発展のために、県内全域（特に、仙台圏域外を重視）において、身

の丈 DX ラボと連携した AI・IoT 活用人材育成事業を実施することにより、県内ものづ

くり企業現場において AI・IoT を活用できる内製人材育成の加速化を図ることを目的と

する。 

 

４ セミナー及び人材育成の概要  

(1) セミナー 

 ア 開催時期 令和８年８月～令和８年９月 

（人材育成開始前に実施すること。日時は県と協議の上で決定すること） 

イ 開催会場 県内貸会議室（リアルとオンラインのハイブリッド形式）  

ウ 対 象 者 県内の中小製造業者等 

エ 内  容 下表の①～④の内容を実施することを基本とし、企画提案内容をもと

に協議の上、決定する。 

① ＡＩ・ＩｏＴの内製化活用を促進する講演  

② 中小製造業者における AI・ IoT 内製化事例の紹介 

③ 本人材育成の周知 

④ ①～③のほか、県内の中小製造業者の AI・IoT 活用促進に有効と考える内容 

オ 開催規模 リアル会場参加者７０名程度、オンライン参加者７０名程度 

カ 参 加 費 無料 

 

(2) 人材育成 

 ア 開催時期 令和８年１０月～令和９年２月 

（日時は県と協議の上で決定すること） 

イ 開催会場 県内４地域の合同庁舎会議室 

（大崎合同庁舎、大河原合同庁舎、石巻合同庁舎、登米合同庁舎又は気仙沼合同

庁舎） 



ウ 対 象 者 県内の中小製造業者等 

エ 内  容 下表の⑤～⑧を、各会場で実施することを基本とし、企画提案内容

をもとに協議の上、決定する。 

⑤ 産業技術総合センターの「身の丈ＤＸラボ」の取組みと連携した内容である

こと。 

⑥ 県内の中小製造業者のものづくり現場において AI・IoT 内製化活用に有効と

考える内容であること。 

⑦ 画像 AI 体験会（各会場２回）、 IoT 体験会（各会場１回）、生成 AI 活用体験

会（各会場１回）を開催すること。 

⑧ ⑤～⑦のほか、県内の中小製造業者の AI・IoT 活用促進に有効と考える内容 

オ 開催規模 参加者各回１０社、２０名 

（合計：４会場×４回×（１０社、２０名）＝１６０社、３２０名程度） 

カ 参 加 費 無料 

 

５ 委託業務の内容 

次の(1)から(5)までに掲げる各業務を行う。セミナー及び人材育成の企画、運営管

理、集客活動、講師等の選定・契約、アンケート調査・回収、実績報告のほか、これ

に係る業務全般について総合的に行うものとする。  

 

(1) セミナー及び人材育成の集客業務  

ア 県と連携し、広報用の HP 及びチラシ等を作成・配布するなどして、効果的に参

加者を集客する広報を行うこと。 

イ 広報については、事前にリスト等を作成し、県と受注者で確認した上で実施す

るものとする。 

(2) セミナー及び人材育成の開催  

ア セミナー及び人材育成の企画・調整 

   ・ セミナー及び人材育成は、県内の中小製造業者等を対象に、「４ セミナー及

び人材育成の概要」に掲げる内容を含むものとし、企画・調整を行うこと。  

・ セミナー及び人材育成の開催目的を踏まえ、セミナー及び人材育成の実施に当

たり効果的と考えられる内容について企画提案すること。  

・ 各セミナー及び人材育成の趣旨に合致するタイトルを考案すること。  

・ セミナー及び人材育成が円滑に実施されるよう全体を調整すること。  

イ 会場等の手配・準備 

   ・ セミナー及び人材育成の開催に必要な会場や人員、機材の手配を行うこと。 

・ 人材育成の会場は、「４ セミナー及び人材育成の概要 (2) 人材育成 イ 

開催会場」の各合同庁舎とする。 

ウ 講師等への依頼・調整 

・ セミナー及び人材育成の開催に当たっては、本業務の目的に合致し、県内の中

小製造業者等が興味、関心を抱き、集客効果が高まるような、適切な候補者を提

案すること。 

なお、講師等については、県と協議の上決定するものとする。 

 ・ 講師等への依頼、調整等は受注者が中心となり、県と協力して行うものとす

る。 

・ 講師等に係る経費（謝金、旅費等）は受注者が委託料から支払うこととする。 

エ 参加者の募集・受付・管理 

    ・ 参加申込み方法は、原則として提案者が提案する方法により募集することとす  

るが、申し込みに必要な情報等については、県と協議の上で決定するものとす

る。 

  ・  参加申込者の情報を適切に管理するとともに、定期的に申込状況を報告するこ

と。 



(3) セミナー及び人材育成当日の会場運営業務  

セミナー及び人材育成を円滑に行うため、次の事業を行う。 

ア 会場準備（会場及び機材手配等含む。） 

イ 講師等への対応（謝金や旅費等の支払事務を含む。） 

ウ 円滑な会場運営に必要な担当者の配置（司会を含む。） 

エ 進行管理 

オ 資料手配 

カ 各種調整 

キ 参加者へのアンケート調査（集計業務を含む。） 

ク 記録（写真撮影等） 

(4) セミナー及び人材育成開催後の業務  

ア 県と協議の上、講師等に対し、セミナー及び人材育成等の開催後速やかに御礼

状を送付すること。 

イ 受注者は実施したアンケートの結果について、セミナー及び人材育成等の開催

後速やかに県に共有するとともに、集計・分析を行い、県に報告すること。 

(5) 全体統括（事業の進捗管理）  

ア 事業を円滑に進めるため、本業務の工程スケジュール表を作成して、県が進捗

状況を把握できるようにするとともに、定期的な打合せを実施すること。  

イ 定期的な打合せや関係者との打ち合わせを実施した際は、議事録を作成し保管

すること。 

 

６ 業務実施計画書等  

本業務の委託契約締結後、速やかに次の書類を提出し、発注者と協議を行った上で   

 業務を実施するものとする。 

(1) 業務実施計画書（業務の実施方法、業務目標等） 

(2) 業務従事者等届（業務管理者及び各業務ごとの担当者） 

(3) 業務実施工程表（工程表） 

(4) 業務管理体制届（情報管理体制、障害発生時及び緊急事態が生じた場合に備えた連  

絡体制等） 

 

７ 成果品等  

次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては、紙（Ａ４版）での提出

のほか、電子データ（ＰＤＦ形式）にて提出すること。 

(1) 実績報告書 

(2) セミナー及び人材育成開催レポート（各プログラムの概要、参加者数、実施の様子

が分かる写真等） 

(3) セミナー及び人材育成参加者名簿（社名、部署名、役職名、連絡先等記載） 

(4) 参加者アンケート回答及び集計結果レポート 

(5) 本業務において作成したチラシ等（データ含む）  

(6) その他発注者が受注者と合意の上、成果品として提出を求めるもの。 

 

８ その他留意事項  

(1) 実施体制 

ア 受注者は本業務を推進し全体の責任を負う実施責任者を置き、業務全般の進行   

 管理や調整機能を一元化すること。 

イ 実施責任者は、発注者と充分な意志疎通を図ることができる者とし、委託期間  

を通じて、発注者と緊密な連携、調整を図ること。 

ウ 受注者は、本業務の履行の全てを第三者に委託し、又は請け負わせてはならな  

い。ただし、一部の業務について、第三者に委託し、又は請け負わせようとする  

場合は、事前に発注者の承認を得ること。 



(2) 秘密の保持 

ア 受注者は本業務または付随する業務における個人情報の取扱について、別紙個  

人情報取扱特記事項を守らなければならない。 

イ 万が一、個人情報の漏洩に伴い発注者に損害が発生した場合は、受注者はその 

一切の責任を負うものとする。 

(3) 著作権等 

ア 本業務の実施により生じた著作物に関するすべての著作権は発注者に帰属する 

ものとし、その利用及び再編集は発注者において自由に行うことができるものと 

する。 

イ 本業務の実施による成果品は、著作権・肖像権上の処理を済ませた上で納入す

ること。 

(4) その他 

ア 本業務に関する必要な経費は契約金額に全て含むものとする。  

イ 定めのない事項については、双方誠意をもって協議し解決に当たるものとする。 

ウ 感染症の大規模な流行等の不可抗力によって委託業務の実施が著しく困難とな  

ったときは、契約の趣旨を損なわない範囲で、発注者及び受注者は協議の上、そ 

の実施方法等を変更できるものとする。 

エ セミナー及び人材育成等を中止した場合は、企画・準備・広報に伴って発生し

た経費のみ発注者の負担とし、会場や備品等のキャンセル等に伴って発生した経

費は受注者の負担とする。なお、委託費の範囲内で再度セミナー及び人材育成等

を企画し実施することを妨げない。 

 

 

本仕様書に記載のない事項については、委託候補者決定後、発注者と委託候補者（契

約後においては、受注者）が誠意をもって協議し、法令を厳守して実施すること。  

また、企画提案の内容をもって委託候補者を決定する。 

  



別 紙 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務（以下単に

「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、

個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。  

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。  

業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。  

（個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管  

理責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定

め、書面により発注者に報告しなければならない。  

２ 受注者は、前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、事前に書  

面により報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定  

める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。  

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守し  

なければならない。 

（作業場所の特定） 

第４ 受注者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あら  

かじめ発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。  

（個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所  

から持ち出してはならない。 

（保有の制限） 

第６ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、個  

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第６１ 

条第１項に規定する法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限

り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。  

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこ  

の契約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供

してはならない。 

（漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他  

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。  

（教育の実施） 

第９ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、在職中及び退職後にお  

いても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならないこと、及び特記事項において業務従事者が遵守すべ

き事項その他業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなけれ

ばならない。 

（資料の返還等） 

第 10 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが

取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後使用する必要が

なくなった場合は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。ただし、発注者が

別に指示したときは当該方法によるものとする。  



（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された

資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。  

（個人情報の運搬） 

第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された

資料等を運搬する必要があるときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止する

ため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。  

（再委託の承諾） 

第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が

書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、

再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。  

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理

由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安

全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確に

した上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を

得なければならない。 

３ 前項の場合、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとす

る。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方  

法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督す  

るとともに、発注者の求めに応じて、管理し、及び監督の状況を発注者に対して適宜

報告しなければならない。 

（実地調査） 

第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等につい

て、随時実地に調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するた

め、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を

求めることができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 16 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情

報の取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。  

（事故発生時の対応） 

第 17 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の

発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人

情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示

に従うものとする。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて  

当該事故に関する情報を公表することができる。 

 


